
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員への無利息貸付け                   

Ｑ：役員に住宅取得資金1,000万円を無利

子で貸し付けました。元本は10年均等で返済

を受けますが、税務上問題ありますか？                           

                                             

Ａ：利息を徴収しなければなりません。 

【解説】 

会社が、役員に対して金銭を貸し付ける場

合、原則的には通常受け取るべき利息を収受

しないときは、給与課税の問題が生じますが、

次の場合については例外的に無利息であって

も税務上、課税関係は生じないこととなって

います。 

①災害、疾病等により臨時的に多額の生活資

金を要することとなった役員に対し、その資

金に充てるために貸し付けた貸付金 

②①以外の貸付金で、その年における利息の

合計額が5,000円以下である貸付金 

ご質問の場合、住宅取得のための貸付金で、

金額も少額ではありませんので、無利息では

認められません。 

では、利息の免除について非課税とされな

い貸付金の場合には、いくらの利息を徴収す

ればいいかという問題ですが、税務上、次の

ように規定されています。 

①いわゆるひもつきの貸付金の場合…その借

入金について支払うべき利率 

②①以外の場合…年1.8%(平成27年中の貸付

けの場合) 

注①、②に満たない利率であっても、会社の

平均調達金利など合理的と認められる利率に

基づき利息を徴収している場合は問題ありま

せん。 
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